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序　　　文序　　　文序　　　文序　　　文

　日本国政府は、中華人民共和国政府からの技術協力の要請に基づき、同国の人工林木材有効利

用研究計画に関わる事前調査を行うことを決定しました。

　これを受け、国際協力事業団は、平成 11 年３月８日から３月 17 日まで、農林水産省森林総合

研究所次長井上敞雄氏を団長とする事前調査団を同国に派遣しました。調査団は中華人民共和国

政府関係者と協議を行うとともに、計画実施予定地の調査や関連資料収集等を行いました。そし

て帰国後、国内作業を経て、調査結果を本報告書に取りまとめました。

　この報告書が、本計画の推進に役立つとともに、今後のこの計画が実現し、両国の友好・親善

の一層の発展に寄与することを期待します。

　終わりに本件調査にご協力とご支援をいただいた関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表し

ます。

平成 11 年５月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
理事理事理事理事　亀若　誠　亀若　誠　亀若　誠　亀若　誠





目　　　次目　　　次目　　　次目　　　次

序　文

プロジェクトサイト位置図

１　事前調査団の派遣 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 1

１－１　調査団派遣の経緯と目的 ････････････････････････････････････････････････････ 1

１－２　調査団の構成 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 1

１－３　調査日程 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 2

１－４　主要面談者 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 3

２　調査結果の要約 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 4

３　要請の背景 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 6

４　中国の森林・林業 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 7

４－１　森林資源の現状 ････････････････････････････････････････････････････････････ 7

４－２　森林・林業政策の概要 ･････････････････････････････････････････････････････ 10

５　協力分野の現状と問題点 ･････････････････････････････････････････････････････････ 18

６　要請内容 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 20

７　中国における日本の協力概要 ･････････････････････････････････････････････････････ 21

８　中国での木材利用研究における他ドナーの協力概要 ･････････････････････････････････ 22

９　プロジェクトの基本計画 ･････････････････････････････････････････････････････････ 23

９－１　プロジェクト目標 ･････････････････････････････････････････････････････････ 23

９－２　計画概要 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 23



10　中国側実施体制 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 25

10－１　実施機関の組織および事業概要 ･････････････････････････････････････････････ 25

10－２　予算措置 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 25

10－３　建物・施設 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 25

10－４　カウンターパート配置計画 ･････････････････････････････････････････････････ 25

11　プロジェクト協力の基本計画 ･････････････････････････････････････････････････････ 26

11－１　協力の方針 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 26

11－２　協力の範囲及び内容 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 26

11－３　各協力分野別調査結果 ･････････････････････････････････････････････････････ 28

12　専門家の生活環境 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 35

13　相手国側との協議結果 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 36

14　技術協力実施の妥当性 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 37

15　協力実施に当たっての留意事項 ･･･････････････････････････････････････････････････ 38

16　短期調査の必要性と調査事項 ･････････････････････････････････････････････････････ 39

17　提言 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 40

付属資料

１　協議議事録 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 43

２　要請書 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 48
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１　事前調査団の派遣１　事前調査団の派遣１　事前調査団の派遣１　事前調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的

　中国では近年、経済成長に伴う住宅内装用材や建築材などの木材需要の急増に起因する天然林

資源の減少が進んでおり、深刻な問題になっている。

　事態を重く見た中国政府は、天然林伐採の圧力を緩和するために人工林材の持続的活用、小径

木の有効利用を目的とした技術協力を 1997 年に要請した。

　本要請を受け、1998 年８月に中国林業開発協力に関する基礎調査団を派遣し、中国における

人工林木材加工技術についての情報を収集し、また協力実施の可能性について調査したところ、

中国側から改めて修正意見として 1998 年８月 24 日付で要請書が再提出された。更に、これに対

する補足資料として、1998 年 12 月 25 日付で、｢プロジェクト提案書修正意見」（当事業団中国

事務所経由）が提出されている。

　これらの調査結果を踏まえ、具体的な案件の要請内容、相手国側実施体制等について調査し、

我が国の協力実施の妥当性を検討することを目的として本調査を実施する。また、協力の実施が

妥当と判断された場合には、プロジェクト実施の基本方針、協力内容の枠組みについて相手国の

実施機関と協議を行い、基本構想（案)、その他必要事項（相手国の準備の手順等）等に関し、

ミニッツで確認することとする。

　なお、各分野の協力活動計画の詳細、機材の選定、専門家派遣などの計画については、中国側

と意見を交換した上で、要すれば短期調査員の派遣等で具体的にしていくこととする。

１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成

担当分野 　氏　名 　　　　　　　　役　　職

総　　括 井上　敞雄 農林水産省森林総合研究所　次長

木材利用 金谷　紀行 農林水産省森林総合研究所　木材利用部長

木材化工 林良　　興 農林水産省森林総合研究所　海外研究協力官

協力企画 栗山　喬行 農林水産省技術協力課　海外技術協力官

計画管理 加藤　聖子 国際協力事業団林業技術協力課

通　　訳 小田　幸雄 財団法人日本国際協力センター　研修監理員
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１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程

日 時刻 内　　　容 備　考
３／８（月） 　 　 　
　 10：45 成田発（JL781 便） 北京泊
　 13：40 北京着 友誼賓館
　 15：30 ＪＩＣＡ中国事務所表敬・打合せ (001-86-)10-6849-8888
　 　 ホテルチェックイン Fax-6849-8866
３／９（火） 　 　
　  9：45 ホテル着 北京泊
　 10：30 国家林業局表敬・協議
　 　 （林業科学研究員　江沢慧院長同席）
　 　 昼食
　 14：30 林業科学・木材工業研究所視察
　 18：00 国家林業局招宴（花園亭）
３／10（水） 　 　
　  8：30 ホテル発 北京泊
　  9：00 林業科学研究院との協議・調査
　 　 昼食
　 14：00 林業科学研究院との協議・調査
　 　 ミニッツ案作成
３／11（木） 　 　
　  8：30 ホテル発 北京泊
　 10：00 人工林調査（順義県）
　 　 昼食
　 15：00 製材工場視察（東郊）
　 18：00 Ｃ／Ｐとのミニッツ打合せ
　 　 ミニッツ案作成
３／12（金） 　 　
　  8：30 ホテル発 北京泊
　  9：00 林業科学研究院との協議
　 　 昼食
　 14：00 林業科学研究院との協議
　 18：00 林業科学研究院招宴
３／13（土） 　 　
　 　 団内打合せ 北京泊
３／14（日） 　 　
　 　 ミニッツ案作成 北京泊
３／15（月） 　 　
　  8：30 ホテル発 北京泊
　  9：00 林業科学研究院との協議
　 　 昼食
　 14：00 ミニッツ作成
　 18：00 団長主催　林業科学研究院への答礼宴
３／16（火） 　 　
　  9：30 ホテル発 北京泊
　 10：00 林業科学研究院との協議
　 午後 ミニッツ準備
　 18：30 ミニッツ署名　団長主催パーティ
３／17（水） 　 　
　  9：00 ホテルチェックアウト
　 10：00 ＪＩＣＡ事務所報告
　 15：00 北京発（JL782 便）
　 19：10 成田着
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１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者

在中国日本大使館

　杉本　信行　公使

　北林　英一郎　書記官

ＪＩＣＡ中国事務所

　松澤　憲夫　所長

　美馬　巨人　次長

　堀江　聡　職員

　譚　潔　職員

国家林業局

　呉　斌　国際合作司　副司長

　劉　立軍　官員

林業科学研究院

　江　沢慧　院長

　張　久栄　副院長

　蔡　登谷　院長助理

　陳　緒和　国際合作処処長

　葉　克林　木材工業研究所所長
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２　調査結果の要約２　調査結果の要約２　調査結果の要約２　調査結果の要約

(１) 1998 年８月に派遣された基礎調査団の調査結果等に基づき、中国人工林木材有効利用

研究計画プロジェクトの協力実施妥当性について検討を行うため、1999 年３月８日～

1999 年３月 17 日の 10 日間にわたって調査を実施した。

(２) 中国の本分野における背景については、以下の通りであると判断された。

・天然林資源の減少による環境悪化の影響は多大であり、中国政府は環境保全のために

天然林伐採禁止令を発令している。国内の木材需要量を考慮した場合、人工林木材の

利用を推進することで天然林資源にかかる圧力を軽減することが可能である。

・中国では天然林木材の加工利用に関しての経験はあるが、人工林材という、材として

扱うには困難が伴う対象については体系的な研究があまり進んでいない。

・中国林業科学研究院は国家的な林業研究機関であり、本院での研究成果は論文発表及

び学会発表などを通じて中国国内に普及容易な体制が整っている。

(３) 天然林保全および環境保全という視点から講じる対策の一環として、材として諸々の

問題がある人工林木材を有効利用するための基礎研究は必要であり、日本側の実施が妥

当と判断された。具体的には、中国林業科学研究院木材工業研究所が独自に基礎研究を

実施可能なレベルの研究基盤整備のために、人工林木材の化学的加工、人工林木材の物

理的加工、以上３分野について協力を実施する。

(４) 本プロジェクトの基本的枠組みについては、中国側から同意が得られ、４月 30 日まで

にミニッツの基本計画に基づいた形で実施課題計画及び機材リスト案、カウンターパー

トリスト案を中国側がＪＩＣＡ中国事務所へ提出する運びである。これらの資料の提出

を受け、日本国内で調整した上で短期調査を派遣する予定である。

(５) 本プロジェクトは、林業科学研究院での初めてのＪＩＣＡプロジェクトであり、林業

科学研究院関係者は本件に対して大変な熱意を示している。しかしながら、これらの関

係者の間ではＪＩＣＡのプロジェクト方式技術協力のイメージがまだ十分に把握しきれ

ているとは言えない。このため、北京近郊の他プロジェクトの視察・他プロジェクト関

係者との意見交換の場を設けるよう、ＪＩＣＡ中国事務所へ依頼した。
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(６) 中国側は、本件に関連して日本へ調査団を派遣する意向を持っており、この派遣にか

かる費用は中国側が負担するとのことである。本プロジェクトに関しては今年度１名の

カウンターパート研修員枠があり、これにあわせて中国側が２名程度を同行させる方向

で調整を依頼した。
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３　要請の背景３　要請の背景３　要請の背景３　要請の背景

　中国においては、住宅内装用材や建築材などの木材需要の急増に起因した天然林資源の減少が

進んでおり、全国での森林率が 14％前後となっている。中国政府も事態を重視し、造林推進に

取り組んできているが、一方で人工林材の利用法についての研究が遅れている。

　これらの事態を受け、中国政府は、天然林伐採の圧力を緩和するために人工林材の持続的活用、

小径木の有効利用を目的とした技術協力を 1997 年に要請した。
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４　中国の森林４　中国の森林４　中国の森林４　中国の森林・林業・林業・林業・林業

４－１　森林資源の現状４－１　森林資源の現状４－１　森林資源の現状４－１　森林資源の現状

(１) 森林の面積

　1993 年の中国の森林面積（有林地）は１億 2,853 万 ha であり、国土面積の 13％を占

めており、このうち、国有林は 5,820 万 ha、集団所有林は 7,033 万 ha となっている。ま

た森林（有林地）は、林地１億 864 万 ha、経済林 1,610 万 ha、竹林 379 万 ha に区分さ

れ、林地のうち人工林は 2,137 万 ha となっている（表４－１)。さらに林地は、用材林、

保安林、薪炭林、特殊用途林に区分され（表４－２)、用材林（8,493 万 ha）の 21％は人

工林（1,752 万 ha）となっており、その人工林の 57％（1,006 万 ha）は南方 10 省区に分

布している（表４－３)。

　中国の森林面積を、第３次全国森林資源調査（1984 年～1988 年にかけて調査）と第４

次全国森林資源調査（1989 年～1993 年）で比較すると、面積全体では５年間で 900 万 ha

増えていることがわかる（表４－４)。これは、全国規模で展開されている植樹運動や

数々の森林政策の成果であるといえる。しかしながら、この調査期間５年間で 2,776 万

ha の造林が行われたという統計データに対し、その３割程度しか森林面積が増えていな

いということは、天然林の伐採や成林とならない人工林面積が相当数あるということが

推測できる（表４－５)。

　なお、1999 年１月６日に国務院で承認された「全国生態環境建設計画」によると、中

国の人工林面積は 3,425 万 ha となっている。

(２) 森林の蓄積

　1993 年の中国の森林（有林地）の蓄積は 91 億 m3 であるが（表４－１)、これに疎林や

灌木等の立木全てを加えた総蓄積は 118 億 m3 となっているが、この値を 1988 年の 106

億 m3 と比較すると、５年間で１億２千万 m3 総蓄積が増加したことになる（表４－４)。

また、森林の蓄積を用材林における年平均の成長量及び消耗量で比較すると、1988 年が

調査最終年の第３次資源調査までは消耗量が成長量を上回っていたが、1989 年以降の第

４次資源調査では成長量が消耗量を上回るようになり、近年、中国の森林の蓄積は総量

的に増加していることがわかる（表４－６)。

　しかしながら、森林の単位面積当たりの蓄積量の推移及び直径の構成比を森林資源調

査結果で比較すると、単位面積当たりの蓄積量が人工林で増加しているのに対し林分全

体では減少していること、さらに、大径木の割合が減少しているのに対し小径木の割合

が増加していることから、中国の森林資源は、人工林の蓄積が増加しているのに対し天
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然林の質が低下していることがわかる（図４－１)。

　以上のことから、中国の森林資源は、人工林が充実しつつある一方で、天然林に対す

る伐採圧力が過大であるということがいえる。

　なお、本調査では資料を入手することができなかったが、中国では第５次森林資源調

査を終了しているので、近くその値が公表されれば、最近の動向をさらに明確に把握す

ることができるであろう。

表４－１　中国の森林資源の現況（1993 年）

（単位　面積：万 ha、蓄積：億 m3）

森林（有林
地）

林地（うち人工林) 経済林 竹林 森林蓄積

総数 12,853 10,864（2,137） 1,610 379 90.9

固有林 5,820 5,633（  624） 160 26 67.1

集団所有林 7,033 5,231（1,513） 1,450 353 23.8

資料：日本木材総合情報センター「木材輸入競合国需給動向調査報告書（平成９年３月）｣、

日本林業調査会「諸外国の森林・林業（平成 11 年３月）」

（出所：中華人民共和国林業部編「中国林業年鑑（1994）」）

注：１)本表は、1989 年から 1993 年の５年間に渡り実施された「第４次全国森林資源調査」の値で

ある。

　　２)第４次全国森林資源調査では有林地のほかに、疎林（1,802 万 ha)、灌木林（2,970 万 ha)、

未熟林造林地（713 万 ha)、苗畑（11 万 ha)、未立木地（7,326 万 ha）が計上されている。

　　３)経済林とは、果樹、食用油、飲用、薬材等の生産に用いられる材木をいう。

　　４)本表の値には、チベットの一部と台湾の森林は含まれていない。

表４－２　林地の内訳（1993 年）

（単位　面積：万 ha、蓄積：億 m3）

用材林 保安林 薪炭林 特殊用途林 林地 (計) (針葉樹) (広葉樹)

面積 8,493 1,608 429 335 10,864 (5,503) (5,361)

蓄積 67 18 0.7 ５ 91 (51) (40)

資料：ＪＩＣＡ「中国林業開発協力基礎調査団報告書（1998 年 10 月）」

（出所：中華人民共和国林業部編「中国林業年鑑（1994）」）

注：１)保安林とは、防護を主な目的とする森林、材木及び灌木で、水土保全林、防風防砂林、農

地・牧場保安林、水害防傭林、道路保護林を含む。

　　２)特殊用途林とは、国防、環境保護、科学実験等を主な目的とする森林及び材木で、国防林、

実験林、母樹林、環境保護林、風景林、名所旧跡及び革命記念地にある林木及び自然保護区

の森林を含む。
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表４－３　用地林の地域別内訳（1993 年）

（単位　面積：万 ha、蓄積：億 m3）

南方 10 省区 華中２省 東北３省区 その他 用材林（計）

　 人工林 天然林 人工林 天然林 人工林 天然林 人工林 天然林 人工林 天然林

面積 1,006 1,928 202 1,041 298 2,912 246 842 1,752 6,741

蓄積 3.6 8.7 0.6 13.4 0.9 26.0 0.8 13.5 5.8 61.6

資料：ＪＩＣＡ「中国林業開発協力基礎調査団報告書（1998 年 10 月）」

（出所：中華人民共和国林業部編「中国林業年鑑（1994）」）

注：１)南方 10 省区とは、浙江、安微、江蘇、福建、広西、広東、海南、湘南、湖北及び貴州の各

省区を指す。

　　２)華中２省とは、四川及び雲南省を指す。

　　３)東北３省区とは、黒竜江、吉林及び内モンゴルを指す。

　　４)その他にはチベットを含んでいる。

表４－４　森林の面積及び蓄積の推移

（単位　面積：万 ha、森林率：％、蓄積：億 m3）

1963 年～65 年 第１次資源調査
1973～77

第２次
1977～81

第３次
1984～88

第４次
1989～93

森林面積 － 12,190 － 12,470 13,370

森林率 8.9 12.7 － 13.0 13.9

蓄積 － 95 － 106 118

資料：ＪＩＣＡ「中国林業開発協力基礎調査団報告書（1998 年 10 月）」

（出所：森林科学 22「中国における森林資源の増加と課題　載玉才（1998 年２月）｣、日本木材備蓄

機構「海外林業資源環境基礎調査報告書　中国編（1987 年３月）」

注：森林面積には、チベット及び台湾が含まれている。

表４－５　造林面積の推移

（単位：万 ha）

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

造林面積 555 502 520 560 603 590 599 522 492

(うち用材林) (330) (302) (316) (334) (336) (281) (250) (184) (171)

資料：ＪＩＣＡ「中国林業開発協力基礎調査団報告書（1998 年 10 月）」

（出所：中華人民共和国林業部編「中国林業年鑑（各年版）」
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植林目的を明示した 10 の植林プロジェクトを実施するなど、国家を上げて緑化運動に取り組ん

でいる。

　さらに、1998 年以降には、森林法の改正、天然林保護国家プロジェクトの実施、全国生態環

境建設計画の策定等、中国の森林の保護・造成について極めて重要な政策が次々と打ち出されて

いる。

(１) 森林法の改正

　中華人民共和国森林法は、森林資源の保護・育成、合理的な利用、国土緑化の推進等

を図ることにより、森林のもつ水土保全、気候調節、環境改善及び林産物の提供の役割

を発揮させることを目的として制定されている。

　1998 年４月 29 日には、全人大において森林法改正についての決議が行われ、1998 年

７月１日より新たな森林法が施行されている。この改正は、社会主義市場経済体制が確

立しつつある中国において、森林・林業を取り巻く現在の社会・経済状況に政策を適合

させることを目的に行われている。

　そのポイントは、

　①社会主義市場経済体制化での林業経営、森林管理規定を明確化

　②生態環境整備計画の推進

　③森林資源の保護を強化

　④森林の所有者と使用者の合法的権益を保護

　⑤用材の消費量を生長量よりも低くするなどの伐採規制

　⑥植樹活動の推奨

　に置かれており、森林資源の保護管理を強化し、国土の緑化及び生態環境の改善を目

指している。

(２) 天然林保護国家プロジェクト

　天然林保護国家プロジェクトは、中国において近年急速に進展している生態環境の悪

化に対処するため、大規模河川の減流域、上中流域及び生態環境の極めて弱い地域の森

林資源を保護・造成するもので、1998 年から実施されている。

　対象は、雲南省、四川省、貴州省、湖南省、湖北省、江西省、重慶市、せん西省、山

西省、甘粛省、青海省、寧夏自治区、新疆ウイグル自治区、内蒙古自治区、吉林省、黒

竜江省及び海南省における以下の伐採事業体である。

　①国有森林工業企業

　②地方の森林工業企業
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　③国有林企業

　プロジェクトの実施期間は、1998 年から 2000 年までを第１期、2001 年から 2010 年ま

でを第２期としており、第１期では、天然林からの木材生産量の低下、生態林の造成と

保護、余剰伐採労働者の転業が主な活動内容となっている。第２期では、生態林の造成

と保護、資源の育成、木材供給能力の向上、経済の復興と発展を主な実施内容としてい

る。

　プロジェクトでは、まず、天然林の全ての伐採と人工林の伐採を禁止する禁伐区と択

伐又は保育伐が可能な緩和区をそれぞれ設置し、併せて生態保護区とする。

　禁伐区では、入山禁止を基本として一部造林と天然更新作業を行い、緩和区では、伐

採可能な資源状況を踏まえて択伐又は保育伐を行うことにより、生態保護区内の森林植

生を回復させ、生態環境のもつ機能を強化するとしている。

　一方、禁伐区及び緩和区とは別に、地勢が平坦で、立地条件が良く、伐採後に生態環

境に大きな影響がないと判断される地域を用材林経営区として設置し、主として集約経

営を行う早成量産用材林、経済林等の造成をするとしている。

　プロジェクトの第１期では、2000 年までに禁伐区域内の伐採を停止させることを目標

としており、これにより、現在より 1,000 万 m3の天然林の伐採が削減できるとしている。

また、第２期では、天然林伐採の抑制、人工林の造成を促進することにより、人工林材

の生産率を５割まで高めることを目標としている。

(３) 全国生態環境建設計画

　中国国家計画委員会が関係部門を組織し作成した「全国生態環境建設計画」は、1999

年１月６日、国務院常務会議で承認されている。

　計画には、

　①50 年を３期に分けた目標

　②全国を８つの地域に分けた指針

　③４つの重点地域での優先事項

等が示されており、国の指導の下、地方の行政機関がそれぞれの地域の実状を踏まえ、

天然林などの自然資源の保護、植樹緑化、水土保持、砂漠化防止、草原建設、生態農業

等の生態環境の建設を行う対策を立てることとなっている。

（50 年を３期に分けた目標）

　生態環境の回復のために立てられた本計画には、以下の３期 50 年に渡る目標が掲げら
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れている。

　①短期目標

　1999 年から 2010 年までの 12 年間に、長江、黄河上中流域で人為的な要因による表

土の流出を防止するため、既に土壌が流出した 6,000 万 ha と砂漠化した 2,200 万 ha

の生態環境を回復させ、3,900 万 ha の植林を行うことにより、森林の被覆率を 19％以

上にする。また、2,000 万 ha の草地の造成及び改良を行う。

②中期目標

　2011 年から 2030 年までの 20 年間に、全国で保全可能な土壌流出地域の 60％以上と、

砂漠化した 4,000 万 ha の生態環境を回復させ、4,600 万 ha の植林を行うことにより、

森林の被覆率を 24％以上にする。また、8,000 万 ha の草地の造成及び改良地を増やす。

③長期目標

　2031 年から 2050 年までの 20 年間で、保全可能な土壌流出地域の作業を基本的に終

え、森林化指定地域を全て緑化し、森林被覆率を 26％以上にする。さらに、荒れた草

原を全面的に回復させる。

（全国を８つの地域に分けた指針）

　目標の達成に向けて具体的な対策を立てるため、全国を自然環境の違いや土地利用状

況等を考慮した８つの区域に分け、それぞれの地域において生態的特徴を把握した上で、

取り組むべき方策を示している。

①黄河上中流域

　段々畑、用水路、貯水池等を活用し、丘陵地を耕作地や森林に戻すなど、農業イン

フラ、生物作用、耕作とを総合的に組み合わせ、土壌浸食をくい止める。

②長江上中流域

　天然林の伐採停止、25 度以上の丘陵地の森林（果樹林）化又は草地化、25 度以下の

傾斜地の段々畑化等により、森林・草地を回復し、土壌浸食をくい止める。

③「三北」地域風砂総合予防根絶地域

　水利施設の建設、節水耕作技術の普及、植物による砂の固定、腐葉土などの肥料に

よる土壌改善等により、砂地の緑化を行い、砂漠の拡大をくい止める。

④南部丘陵赤土地域

　人工植林、入山禁止による天然更新、丘陵耕作地の段々畑化、貯水施設の設置、農

村のエネルギー問題の解決等により、森林・草地の被覆率の向上を目指す。

⑤北部石山地域

　側溝と水路による耕地造成、緩傾斜地の段々畑化、傾斜地にある耕地の林地転換、
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多種類の森林造成等により、用材、果樹林との複合経営を展開する。

⑥東北国土地地域

　天然林の伐採停止、草地・湿地の保護、三江平原と松遼平原の農地の森林網（農地

周辺の防風林？）の整備等により、傾斜地及び耕地の浸食を防止する。

⑦チベット高原の凍結地域

　自然植生、長江・黄河源流域にある水源保安林及び原生林の保護の強化等により、

既存の生態系を維持する。

⑧草原地域

　既存の植生の保護、人工植生及び草地保安林（草地周辺の防風林？）の造成、鼠虫

害防除の強化等により、牧草地の牧畜能力を向上させる。

（４つの重点地域での優先事項）

　本計画は 50 年に渡る長期計画であるが、2010 年までについては、特に重点的に力を入

れる４地域と優先的に実施するプロジェクト及び目標数値を以下のように定めている。

①黄河上・中流域

　黄土高原を中心に「天然林保護国家プロジェクト」や「土壌流出総合管理プロジェ

クト」を実施すると同時に、｢林業草地管理プロジェクト｣、｢節水灌漑プロジェクト｣、

｢乾性農業プロジェクト」等の生態農業建設プロジェクトを実施することにより、2003

年までの５年間で土壌流出管理 700 万 ha、植林 350 万 ha、傾斜耕作地造成 30 万 ha 等

を実施し、2010 年までの 12 年間で土壌流出管理 1,500 万 ha、植林 970 万 ha を行うこ

ととしている。

②長江上・中流地域

　上記の黄河上・中流域と同様のプロジェクトを長江上・中流地域で優先的に実施す

ることにより、2003 年までの５年間で土壌流出管理 800 万 ha、植林 300 万 ha、傾斜耕

作地造成 70 万 ha 等を実施し、2010 年までの 12 年間で土壌流出管理 1,600 万 ha、植

林 1,500 万 ha を行うこととしている。

③飛砂地域

　砂漠化が急速に進行している半乾燥地域及び農牧混交地域を重点地区として、｢三北

防護林建設プロジェクト｣、｢砂漠化防止工程プロジェクト｣、｢生態農業建設プロジェ

クト」等を優先的に実施することにより、2003 年までの５年間で飛砂総合管理 400 万

ha、植林 350 万 ha、耕作地造成 45 万 ha、耕作地保安林造成 75 万 ha 等を実施し、

2010 年までの 12 年間で飛砂総合管理 900 万 ha、耕作地保安林造成 160 万 ha 行うこと

としている。



－15－

④草原地域

　｢三北草地管理プロジェクト｣、｢草地鼠虫害防除プロジェクト」等を優先的に実施す

ることにより、2003 年までの５年間で人工植生と草地管理を 400 万 ha、隔離育成草地

の造成を 300 万 ha、鼠虫害防除を 2,500 万 ha 実施し、2010 年までの 12 年間で人工植

生と草地管理を 2,670 万 ha、隔離育成草地の造成を 800 万 ha 行うこととしている。

(４) 十大林業生態国家プロジェクト

　中国では 1970 年代後半以降、｢三北防護林建設（1978～）｣、｢太行山緑化建設（1984～）｣、

｢沿岸防護林建設（1988～）｣、｢平原地農地防護林建設（1988～）｣、｢砂漠化防止工程

（1988～）｣、｢速成多産用材林基地建設（1988～）｣、｢長江中上流防護林建設（1989～）｣、

｢黄河中流域防護林建設（1995～）」など、対象地域と植林目的（農地保全、水土保持、

台風災害防止等の公共目的）を明確にした 10 の国家レベルの植林プロジェクトを実施し

ている。

(５) 長江・黄河流域における生態環境重点治め事業

　中国国家林業局は、頻発する洪水や干害による自然災害に対処するため、長江・黄河

流域に係る十大林業生態国家プロジェクトをベースにして、生態環境が著しく悪化して

いる長江・黄河流域の６地区を重点区域として指定し、その生態環境を 30 年間かけて整

備する計画を 1998 年に策定している。

　重点６地区の整備方向と関連する国家林業プロジェクトは以下のとおり。

①三峡ダム区域及び嘉陵江流域

　湖北省８県、重慶市 22 件、四川省 48 県の 1,746 万 ha（有林地 495 万 ha を含む）を

対象とし、植林の実施と現存の森林や植生を保護することにより、当該区域の土砂流出

の抑制による三峡ダムへの土砂流入量を低下させ、ダムの使用年数を延長させる。関連

する国家林業プロジェクトに「長江上中流域保安林」がある。

②四川省西部林業地域

　四川省の甘孜、阿 、涼山、攀枝花、雅安の５地区の 61 県の 3,204 万 ha を対象とし、

森林の造成と植生の回復及びそれらの保護により、水源の涵養と土砂流出の抑制を図り、

自然災害を減少する。関連する国家プロジェクトに「長江上中流域保安林｣、｢他用途保

安林｣、｢早成量産用材林」がある。

③雲南省金沙江流域

　雲南省の迪慶、麗江、大理、楚雄、昆明、東川、曲靖、昭通の８地区にある 47 県（有
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林地 252 万 ha を含む）を対象とし、林業生態事業の実施により土砂流出を抑え、長江に

流れ込む土砂量を減少させる。関連する国家プロジェクトに「長江上中流域保安林」が

ある。

④黄河中流土砂流出地域

　黄河中流域にある甘粛、寧夏、内蒙古、陜西、山西、河南の６省区の部分的な地域の

185 県（有林地 493 万 ha を含む 2,798 万 ha）を対象とし、黄土丘陵地帯の谷間等の造

林に適するはげ山や林地に戻した農耕地の治山に主眼を置き、森林や植生の保護及び再

生に向けた活動を行い、貯水と国土保全機能を向上させ、黄河の渇水回数と流入土砂量

を減少させる。関連する国家林業プロジェクトに「山北保安林｣、｢平原地緑化｣、｢砂漠

化防止｣、｢黄河中流保安林」がある。

⑤黄土高原風沙地区

　内蒙古の伊克昭盟、フフホト市、陜西省の揄林地区の一部のである 17 県の 1,026 万

ha (有林地 137 万 ha を含む) を対象とし、防風沙固定林造成を主体とする保安林の整備、

森林植生の向上により、砂漠化の拡大を抑制し、区域内の生態環境を改善する。関連す

る国家林業プロジェクトに「山北保安林」がある。

(６) 森林伐採上限枠の制定

　旧森林法第 25 条には「用材林の生長量を上回らない前提で森林の年伐採量を決める」

という規定が盛り込まれており、これに基づき林業部（現在の林業局）は、1985 年に

「森林伐採上限枠の制定に関する暫定規定」を制定し、1987 年から５年ごとの「年間森

林伐採限度量」を定めている。その年間伐採限度量は、1987 年～1990 年が１億 2,634 万 m3、

1991 年～1995 年が２億 4,360 万 m3、1996 年～2000 年が２億 6,652 万 m3となっており、

地方レベルからの積み上げを基に策定している。具体的には、固有林は国営林場、農場、

工場を単位とし、集団所有林は県を単位として、それぞれの森林資源状況を踏まえ、年

間伐採量の上限を策定している。その策定値は、省・市・区の林業庁が集計・調整し、

同級人民政府の審査を受けた上で、国務院の承認を受けることとなっている。なお、伐

採限度量は、国有林、集団所有林及び農家の請け負った集団の山林を対象とするが、農

家が「自留山」から伐採する薪炭林は除外されている。

　これらの制限に関する規定は、改正森林法の第 29 条及び第 30 条にも定められており、

伐採の上限枠制度が継続されている。

(７) 木材の節約的合理的使用と木材代用品の利用に関する若干の規定

　1987 年には林業部が制定したこの規定には、木材の使用制限、代替品の導入分野、リ
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サイクルの促進、木材利用率の向上等について、細かな規定が明文化されている。

　使用制限の対象には、建物内の柱、屋根、階段、壁、床等や電柱、枕木等がある。代

替品やリサイクルの対象には、ドア、窓枠、建築施工用材、炭坑内の用材、草パルプの

利用拡大等が挙げられている。木材利用率の向上には、パーティクルボードやファイ

バーボードの生産拡大等が重要であるとされている。
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６　要請内容６　要請内容６　要請内容６　要請内容

　要請内容は以下の通りである。

・協力目標　「中国における主要な人工林樹種（例えば、コウヨウザン、カラマツ、バビショ

ウ、ポプラ等）の木材を研究対象として、天然林木材消費量を減少することに

より、天然林木材資源を保護し、環境汚染を防止することに資するための人工

林木材の有効利用に関する基礎研究を行う」

・プロジェクト活動

　１)人工林木材の材質と材性の研究

　２)人工林木材の化学的加工と利用に関わる研究

　３)人工林内装木材加工の技術研究

　４)人工林木材プラスティック複合メカニズムおよび複合材製造技術の研究
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７　中国における日本の協力概要７　中国における日本の協力概要７　中国における日本の協力概要７　中国における日本の協力概要

　林業分野における協力については以下があげられる。

○黒龍江省木材総合利用研究計画（1984～1989）

　黒龍江省木材工業研究所において、木材加工技術開発及び残廃材の有効利用技術開発を目的

として実施。なお、1989 年より２年間のフォローアップ協力、並びに 1995 年より２年間のア

フターケア協力を実施している。

○黄土高原治山技術訓練計画（1990～1995）

　北京林業大学をカウンターパート機関として、流域管理にかかる土壌浸食及び荒廃地復旧に

関する技術開発を目的として実施。なお、1999 年より２年間のアフターケア協力が実施され

ている。

○福建省林業技術開発計画（1991～1996）

　福建省林業技術発展研究センターにおいて、森林資源管理、人工林の生産力及び生態系、人

工林育成、林木育種の分野における技術開発を実施。なお、1996 年より２年間のフォロー

アップ協力を実施している。

○寧夏森林保護研究計画（1994～1999）

　寧夏森林保護研究センターにおいて、森林虫害（カミキリムシ) 抑制技術の開発を目的とし

て実施。なお、1999 年より２年間フォローアップ協力を実施している。

○湖北省林木育種計画（1996～2001）

　湖北省林木育種センターにおいて林木の優良品種育成及び遺伝資源保存に関する技術基盤を

整備することを目的に実施。なお、現在、フェーズ２協力への要請があげられている。
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８　中国での木材利用研究における他ドナーの協力概要８　中国での木材利用研究における他ドナーの協力概要８　中国での木材利用研究における他ドナーの協力概要８　中国での木材利用研究における他ドナーの協力概要

　木材工業研究所では、国際熱帯木材機関 (ＩＴＴＯ) からの支援を受けて、｢ゴムの加工利用

技術の開発と普及」及び「ラテンアメリカの木材の識別や性質、用途の研究」を行っているが、

人工林木材の有効利用に向けた研究については、他ドナーからの協力を受けていない。
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９　プロジェクトの基本計画９　プロジェクトの基本計画９　プロジェクトの基本計画９　プロジェクトの基本計画

９－１　プロジェクト目標９－１　プロジェクト目標９－１　プロジェクト目標９－１　プロジェクト目標

　中国側と協議の結果、プロジェクト目標は「人工林木材の有効利用に関する基礎研究を独自に

行う能力が強化される」となった。

　中国側がこのプロジェクトを行う究極的な目標には、｢人工林木材の有効利用を通じて天然林

資源を保護し、中国林業を持続的に発展させる」という考えがある。これは、プロジェクトを成

功させ、協力終了後にその成果が波及されると同時に、その他の様々な外部的な要因 (人口増加、

経済発展、気象、森林政策等）が加味された上で達成されていく目標である。

　プロジェクト目標とは５年間の協力が終了した時点で達成される目標である。プロジェクトで

研究を行うための機材を供与し、長期又は短期の専門家の派遣と日本への研修員受け入れによる

技術指導を組み合わせて行うことにより、｢基礎研究を行う能力が強化される」という目標を５

年間で達成するのは十分可能であると考えられることから、妥当な目標を掲げることができたと

いえる。

　また、プロジェクト目標とプロジェクトの究極目標の間に位置し、プロジェクト終了後何年か

してから達成される上位目標として、｢人工林木材の有効利用が図られる」を置くこととした。

本プロジェクトは、人工林木材の有効利用に関する基礎研究を行うまでが活動範囲であるので、

この上位目標を達成するには、中国側独自で製品化に向けた実用化試験を行うことが必要である。

なお、この実用化試験については、1996 年に木材工業国家工程研究センター（中間試験基地）

を中国側独自で木材工業研究所の下に建設しており、中間試験基地での実験については、事前調

査時に中国側独自で行うことが確認されている。

９－２　計画概要９－２　計画概要９－２　計画概要９－２　計画概要

　中国側と協議の結果、プロジェクト活動の３つの大項目及び中項目は以下のようになった。し

かし、事前調査時には中国側が中項目のそれぞれについて、具体的にどのような研究を行いたい

のかを明確に示すことができなかったことから、中項目の具体的な研究課題 (中項目の下に定め

る小項目）については、今後派遣する短期調査で詰めることとなった。

　１　人工林木材の特性に関する基礎研究

　　１－１木材の特性解明及びその加工適性評価に関する研究

　　１－２木材の遺伝的特性及び森林の取り扱い方法と材質への影響評価に関する研究

　　１－３木材特性の早期予測方法に関する基礎研究

　２　人工林木材の化学的加工に関する基礎研究

　　２－１木材の液化に関する研究
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　　２－２木材の寸法安定性と表面硬化に関する研究

　　２－３異種材料との複合化に関する研究

　　２－４木材の漂白及び染色に関する研究

　　２－５フォルムアルデヒド放散防止のための試験・評価法に関する研究

　３　人工林木材の加工に関する基礎研究

　　３－１木材乾燥に関する研究

　　３－２木材の難燃処理及びその試験・評価法に関する研究

　　３－３木材の防腐・防虫処理及びその試験・評価法に関する研究

　　３－４木材の接着加工及びその試験・評価法に関する研究
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10101010　中国側実施体制　中国側実施体制　中国側実施体制　中国側実施体制

10101010－１　実施機関の組織および事業概要－１　実施機関の組織および事業概要－１　実施機関の組織および事業概要－１　実施機関の組織および事業概要

　中国林業科学研究院は中国唯一の国家レベルでの林業研究機関であり、国家林業局の管轄下に

ある。林業科学研究院には９つの研究所が設置されており、このうちの１つが木材工業研究所で

ある。門頭溝に位置する木材工業国家工程研究センターが同研究所の下部組織であり、当初中国

側からは本研究センターにおいても協力を実施してもらいたいとの要望があったものの、以後の

協議結果を経て同センターへの支援は本プロジェクトには含まれないものとして合意されている。

10101010－２　予算措置－２　予算措置－２　予算措置－２　予算措置

　基礎調査の報告によれば、本プロジェクトに対する予算措置としてすでに 1950 万元を講じて

いるとのことである。調査時に本プロジェクトに対する予算措置 (特に実験施設関連）について

確認したところ、必要に応じてさらに予算を獲得する準備がある、との発言があった。

10101010－３　建物－３　建物－３　建物－３　建物・施設・施設・施設・施設

　実験施設として、大規模な実験器具を設置する場所を準備中であった。さらに、旧来から保有

する建物を改良し、精密機械類を設置する予定であるとのこと。

10101010－４　カウンターパート配置計画－４　カウンターパート配置計画－４　カウンターパート配置計画－４　カウンターパート配置計画

　カウンターパートについては必要な人数を確保するとのことであり、後日カウンターパートリ

ストを提出したい、との発言があった。
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11111111　プロジェクト協力の基本計画　プロジェクト協力の基本計画　プロジェクト協力の基本計画　プロジェクト協力の基本計画

11111111－１　協力の方針－１　協力の方針－１　協力の方針－１　協力の方針

　本プロジェクト協力を行う基本的な方針は、中国の森林保全対策に資する人工林木材有効利用

のための研究基盤強化の必要性、我が国の研究機関の対応可能性、国内産業への影響等を総合的

に勘案し、｢人工林木材の特性、材質改良に関する基礎研究」に協力内容を限定するとともに、

環境に配慮した技術の移転に十分努めることとする。

　協力内容を基礎研究に限定することについては、国家林業局訪問時や木材工業研究所との協議

において、合意されている。また、環境に配慮した技術の移転については、平成９年に出された

最初の要請にあった「木製品の寿命サイクルの環境影響評価（ＬＣＡ）に関する研究」項目を、

これは日本でも途に着いたばかりの取組で、技術移転を行う段階にないという理由から協力対象

から外したものの、生産活動中や使用中に発生する環境への負の影響については、常に注意を

払っていかなければならないということが双方の共通認識であり、平成 10 年に修正された要請

書の中にも「木材製品の利用による環境負荷の軽減を図る」という意向が表されていることから、

その視点も取り入れていくことが必要である。

　なお、基礎研究の次の段階にある応用研究については、中国側は 1996 年に木材工業国家工程

研究センター（中間試験基地）を木材工業研究所の下に建設し、この中間試験基地において製品

化に向けた実用化試験を中国側独自で行うということが事前調査において確認されている。

11111111－２　協力の範囲及び内容－２　協力の範囲及び内容－２　協力の範囲及び内容－２　協力の範囲及び内容

　協力の範囲は、人工林木材の特性、化学的加工、物理的加工の３項目について基礎研究を行う

ことになった。研究内容の大項目及び中項目は９－２の計画概要に述べられているとおりであり、

中項目の詳細な活動内容については、短期調査で詰めることとなっている。また、日本がこれま

でに中国の黒龍江省で「天然林広葉樹」を主な研究対象として実施した木材総合利用研究計画と

のデマケを明確にするため、本協力では「人工林針葉樹」の小径木を主な研究対象とする必要が

ある。

　参考として、事前調査時に中国側と取り決めたことや中国側の意向を確認したことを以下に示

すこととする。なお、具体的な研究活動については、協議においては中国側が「日本側から活動

内容についての提案をしてもらいたい」と発言したこともあり、短期調査時に、中国側の意向ど

おりに研究を行うのが効果的でないと判断されるものについて、適宜、指導・助言を与えながら

日本側の主導で小課題を設定することが必要である。
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（参考）

１　人工林木材の特性に関する基礎研究

１－１　木材の特性解明及びその加工適性評価に関する研究について

・人工林材の主な樹種については、組織構造、化学構造、水分通導性等についての研究を行っ

てきたが、今後は、利用面を重視した研究を系統的に行いたい。

・走査型顕微鏡等の新しい機材を導入し、細胞壁構造、構造力学等の研究について、指導を受

けたい。

１－２　木材の遺伝的特性及び森林の取り扱い方法と材質への影響評価に関する研究について

・これらは 80 年代の中頃に開始された研究で、人工林、天然林、種、立地条件等の違いに

よって材質が異なるということが分かってきており、それらのデータを整理し、化学的加工、

物理的加工につなげたい。

・これまでに、北方種のカラマツ、ポプラ（中林西北１号)、河南省のキリ、コウヨウザン、

ロールパイン、バビショウ、ユーカリ等の研究を行っている。

・家系やクローンのはっきりしている試験地もあり、林木育種の研究者に情報を提供すること

ができる。

・林地肥培、間伐強度、立地等の栽培条件の違いによる木材特性を調べたい。

１－３　木材特性の早期予測方法に関する研究

・早期予測について、日本の専門家の指導を受けながらやりたい。

２　人工林木材の化学的加工に関する基礎研究

２－１　木材の液化に関する研究について

・フェノール法で化学改質したものとしていないものの比較をしている。

・生成物の通電性、力学、可塑性、化学的性質を調べたい。

２－２　木材の寸法安定性と表面硬化に関する研究について

・ＷＰＣ化のためのモノマーの注入はやっているが、全く未熟である。

・スチレンの注入による寸法安定化を行いたい。

・表面硬化について、物理的圧密化と化学的修飾をやりたいが、中国側に前者をやっている研

究者がいない。化学的分野に絞るのが望ましい。

・熟硬化については、森林総研でやっている研究者がいないので外すこととする。

２－３　異種材料との複合化に関する研究

・環境に配慮したものであればＷＰＣ化についての研究をここに入れる。

・健康に良い香りを出す物質を内装材に添加する研究をやりたい。
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２－４　木材の漂白及び染色に関する研究

・漂白、染色後の強度、耐候性を向上させる研究が重要。

・たいへん難しい基礎的な研究が必要となる。色の測定技術も必要。

・これまでにポプラ、カバ等の研究を行ったが、南方のコウヨウザンを扱ってみたい。

２－５　フォルムアルデヒド放散防止のための試験・評価法に関する研究

・これまでに、出来上がった製品の比較試験は行っているが、放散のメカニズムについては

やっていない。測定はドイツの方法を利用し、ＩＳＯの基準を適用している。

・協力は研究室レベルで放散についての試験・評価法となる。

３　人工林木材の加工に関する基礎研究

３－１　木材乾燥に関する研究について

・蒸気式乾燥についての研究実績はあるので、真空乾燥や熱板乾燥についてやってみたい。

・製材の木取法についての技術指導を求められたが、機材購入費が高くつくことや優先順位が

低いことなどの理由から、中国内での協力は行わないこととした。しかし、カウンターパー

ト研修を利用して日本で技術指導を行うことは可能とした。

３－２　木材の難燃処理及びその試験・評価法に関する研究について

・難燃２級を目標としたい。

・燃焼時の毒性等の気体成分の解明を行いたい。

３－３　木材の防腐・防虫処理及びその試験・評価法に関する研究

・これまで低毒性ＣＣＡをやってきたが、非ＣＣＡ系低毒性防腐剤の防腐処理、固着機構をや

りたい。

・窓枠、床材、ドア等の建築用材について行いたい。

３－４　木材の接着加工及びその試験・評価法に関する研究

・幅はぎや縦継ぎ加工に関心がある。

11111111－３　各協力分野別調査結果－３　各協力分野別調査結果－３　各協力分野別調査結果－３　各協力分野別調査結果

１．木材利用分野

〈要約〉

　天然林材の節伐に伴い、人工林材の有効利用が今後の研究・技術開発に大きなウェイトを占め

ている。

　人工林材の加工技術を向上させるには、人工林材の材質特性の把握や材質改良のための基礎的

な研究が必要となるが、中国の要請はこのことに視点を据えている。研究実施部門・機関の研究

蓄積をあげ、研究者の研究能力を高めていくことも日本側に協力要請をしており、大きな期待を
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している。なお、要請項目については、協力できないものについて協議し、人工林材の有効利用

のための基礎・基盤研究の基本的枠組みのなかで、プロジェクト活動の基本的な柱を次のように

整理した。なお、具体的な実行課題についてはまだ十分詰められておらず、したがって、供与機

材についても今後課題にあわせて検討していく必要がある。

〈プロジェクト活動〉

１．人工林木材の特性に関する基礎研究

１－１　木材の特性解明及びその加工適性評価に関する研究

１－２　木材の遺伝的特性及び森林の取り扱い方法と材質への影響評価に関する研究

１－３　木材特性の早期予測方法に関する研究

２．人工林木材の化学的加工に関する基礎研究

２－１　木材の液化に関する研究

２－２　木材の寸法安定性と表面硬化に関する研究

２－３　異種材料との複合化に関する研究

２－４　木材の漂白及び染色に関する研究

２－５　フォルムアルデヒド放散防止のための試験・評価法に関する研究

３．人工林木材の加工に関する基礎研究

３－１　木材乾燥に関する研究

３－２　木材の難燃処理及びその試験・評価法に関する研究

３－３　木材の防腐・防虫処理及びその試験・評価法に関する研究

３－４　木材の接着加工及びその試験・評価法に関する研究

〈詳細〉

　｢木材利用」に関する協議を担当したが、研究スタッフに集まって貰い、現在実施している研

究課題や今後進めていきたい課題について聞き取り調査を行った。この聞き取り調査の中で、

・60～70 年代に人工造林が進められてくるに伴い、現在、利用上の問題として材質の研究を

始めてきたところであるとはいえ、人工林木材の主な樹種については組織構造、化学構造、

水分通導性などの物理的性質に関する研究をしている程度である。今後は、利用面からの取

り組みを重視した視点での研究を系統的に進めたいと考えている。また、遺伝的特性や森林

の取り扱いと材質特性に関する研究については、家系やクローンのはっきりしている試験地

もあり、研究対象とする場合特に問題はないと考えており、林木育種関係の研究者に研究成

果情報を積極的に提供していくなど、従来やってきたことは基礎的すぎたかもしれないが引

き続きやるとしても、天然林材と人工林木材の比較研究をもっと進めたいなどの意向が示さ
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れた。

・木材乾燥については、板や単板については蒸気式乾燥について研究実績はあるものの、材種

の異なる木材、特に角材についてはやったことがない。新しい乾燥技術として、高周波、熱

盤、高温乾燥などを考えており、中でも真空乾燥と熱盤乾燥の研究を進めたい意向であった。

・製材の研究についても希望が出されていたが、施設整備やこれから研究して行くべき問題等

を話し合っていく中で、見送ることになった。しかし、カウンターパートを日本に受け入れ

てもらい研修させたい意向があった。

・接着加工に関しては、対象とする材料が中・小径の人工林木材であることから、幅はぎや縦

継ぎ加工に関心が強いがもう少し詰める必要がある。

　いずれにせよ、プロジェクトを円滑に進めるためには、今後派遣が予定されている短期調査団

とのより精細な詰めが必要と考えている。なお、短期派遣調査団の受け入れ前に中国側から日本

に調査に来たいとの要請があり、時期的なものはあるものの概ね了解した。

　実施機関に予定されている林業科学研究院、木材工業研究所の研究実績、研究スタッフ等は充

実していると考えられるが、研究施設、機材等の整備状況はおおむね整備されているものの、老

朽化や陳腐化したものが多く、研究推進方向や研究計画が明確になり、具体的な実行課題が明ら

かになった段階で整備すべき機材等について協議していく必要がある。

２．木材化工分野

　・機材設置場所

　前倉庫及び物資部門の建物を空けてプロジェクトサイトとして用意している。倉庫には古い

各種の木工機械、乾燥機等を移しているが配電等未設。居室部分を想定しているのか物資部門

建物は分析機器類の収納には不向き。

　物資部門建物２階建て

　２回部分概要
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　・木材化学研究（室）課題：秦研究員（化学)：

１)キリ変色防止

２)ポリプロピレン・木紛複合化・・廃棄木材、プラスチックの場合、比率を変えて混ぜて製

板、直径 12cm くらいの円盤、設備無く国家エンジニアプラスチック重点研究中心とやって

いる。建築用コンパネ、コンテナー、梱包材を目的。

３)パルプ材としてリグニンの少ない木材の育種のための化学的選抜。ポプラ系統別分析。成

長に伴うリグニン形態変化、ウイルス・虫害に強い系統などを分析している。２波長デン

シトメータ、ＩＲ、ＨＰＬＣいずれも古く動かないものもある。

　○難燃化研究・・・卓上型のテスト機で各種薬剤の効力テスト

　○ＭＤＦ研究・・・薬剤

　○寸法安定性研究・・・素材、人工林ポプラ、コウヨウザン、乾湿繰り返し試験。

　・材性研究室、室長：姜主任、Lu Jiangxiong（カナダ帰りの Dr)、寓（Dr.)、電顕の女性研

究者。駱　女史（強度試験室）

１)木材物理性質　人工林スラッシュマツ　人工林家系の強度（ＭＯＥ、ＭＯＲ、年輪、密度、

アルカリ性強度、硬さ等十数種の性質)、ミクロデンシティメータ開発。

２)ラテンアメリカ樹種の特性（ＩＴＴＯ資金）

３)ＩＡＷＡ針葉樹材性調査

４)木材組織研究・材鑑収集交換　中国材種 900 、東南アジア・アフリカ 100 、ラテンアメリ

カ 200 種

５)木材組織と気液通導関係

６)材質研究材料・・・林業化学研究院林業研究所試験地にあり、林地肥培木、クローン、種

子起原等そろっており、詳細に記載されている。開発方向育種。

　・研究担当者からのヒヤリング

　　出席者：葉、陳、李、胡ほか呂（材性)、王金林（人造板）姜（材性)、呉（接着剤）

　・日本側から団長が前日までの経過と基本方針を説明。[人工林、環境保護]、[基礎研究]、拠

点・木工所、期間五年、三本柱、今回の任務として枠組み（内容）を決めて、ミニッツに残

すため、中課題の検討をしてほしいと前言。

　金谷団員の司会で、１) 特性　①人工林材　性質　②遺伝的特性、③森林取り扱い、④立

木からの材質特性予測の課題がでているが、当該部門でどんな研究をやっているか説明をも

とめた。
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　姜主任から、１－１)、イ）木材構造、ロ）化学構造、ハ）水分－木材構造について、人

工林材 70 年代から系統的に実施し、80 年代に材性は世界的な重要的課題、天然林保護計画

の結果人工林利用で木材不足を満たす。増資源造林 60 年代に行い、面積は世界的にみて広

い方、樹種は北では長白松、日本から松、ポプラ、キリ、南ではキリ、ユーカリ、マツ。60

年代造林は間伐段階であるが材質を考えず、有効利用は重要かつ緊急課題。80 年代には国

は材質（人工林、天然林、試験地、樹種）の差あることがあることが明らかとなり、データ

をそろえたい。化学成分：林地肥培、施用法等これからの方向を決めるためである。

○人工林樹種特性、解剖パラメータ、構造、化学成分的性質、強度的性質

○人口林材カラマツ、種類、家系の違い→育種へ提供

○人工林の特性・・栽培、林地、間伐強度など

○材質・・・造作材、建造物内装、ドアノブ、

呉氏は考え方について説明したいと申し出、１つのセンターと２つの結合という命題について

もベル。人工林材・・・性質、化学、物理、解剖、と人工林・・・営利の２面有り、樹種、遺

伝改良、成長改良・栽培条件と加工利用の結合である。

　質疑

Ｑ：樹種と起源（今までやってもの）

Ａ：北方種はカラマツ、日本カラマツ、ポプラ（中林西北１号、白楊)、蘭コウ泡キリ、テー

ダマツ、コウヨウザン、バビショウ、レモンユーカリ。クローン起源のもの。バラエティーを

知るのみなら良いが、ポプラ多種（造林用）でるか、熱帯、亜熱帯等地方に応じた種、家系、

クローン記録がある。サンプルを採取に行く前に調べてから行く。全樹種ではなく繁殖法によ

る違い等。

Ｑ：材質の指標をどんな点に置くか。

Ａ：基礎から見ると詳細がベターだが、プロジェクトでは人工林広くない。伐採はできない

（希少種)、過去は用途でやった。

Ｑ：これからなにがやりたい。かけているもので日本の協力で進むものはなにか。

Ａ：ミクロフィブリル傾斜角・・・測定機、技術指導受けたい、細胞壁構造、構造力学、走査

型顕微鏡。

Ｑ：今までやったこととこれからやる必要のあること、それに機械はついてくる。人工林天然

林差はわかった。密度、強度、傾斜角差があることわかった。詳細にやるなにが差があるか、

なぜあるか、従来分かったこと、分からなかったこと・・・育種関係データ etc ／

Ａ：従来やったが全樹種ではない。残り分やる。天然林－人工林差の理由、メカニズム、早期

予測、
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○去年から木材液化、フェノール法で化学改質したものとしないもののちがい。セルロース＋

化学薬剤＋フェノールでその液化メカニズムを修正法と非修正法を比較している。生成物の

通電性、力学、可塑性、化学的性質を調べたい。

○木材寸法安定性ポプラ、ＷＰＣ：スチレンをスチレンで去年から低分子について始めたが難

しい。全く未熟である。オリゴマー・ホルムアルデヒド？（通訳が薬名知らず意味不明)。

化学的組成把握、処理法、性質を調べたい。産業界の動向は少々研究はあるかもしれないが、

商品としては全くない。

○熱硬化処理・・・物理的圧密化と化学的修飾をやりたい。前者は人は居ないが別分野の人が

あり日本側の指導受けたい。化学修飾はやっている。人はいるが背景違い。

○人造板、ホルマリン問題をやりたい。樹脂、種類、配合比較試験。放散測定法。ドイツ法。

ＩＳＯと同じ基準。・森林総研側の事情説明し課題については後ほど検討する。

○漂白・染色・・・去年からやっているが天然林タモ使った。事業化目標のため人工林材やり

たい。過去・・天然林ベニヤ、化学物質の量、種、制御問題でできなかった。染色も天然林

ベニヤ染色したが良い結果。今後：人工林単板、木材、漂白、均一漂白、メカニズム、ポプ

ラ心材は水食い材多発、変色、漂白調色重要、人工林材質強度が低い。漂白、染色後の強度、

割れ（耐候性重要)、透過性、染色性、漂白法、人工林材透過性。ポプラ、カバ、単板のみ

カラマツ。測定機が必要である。

○健康に良い合板

香油、精油を接着剤に混入して香り、健康によい内装材をつくることをやりたい。 (今まで

でてこなかった課題で、聞いておき後で検討する事とする)。

○プラスチックと木材の複合化

昨年８月の調査時点で不適と判断したが、やれたらやりたいが難しいということなので。単

板ではやっている。

○木材加工

製材気取りと木材乾燥があり、製材の研究は考えていない。乾燥は製材したもののについて

やる。人工林材では板、ベニヤやったが１つの方法 (蒸気乾燥）のみで、角材や新乾燥法

(真空、マイクロ、熱板）が人工林に使えるか検討したい。乾燥質・真空・熱板希望する。

人工林スケジュール作成をめざす。
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○難燃

・実績は、何種化の人工林特性、合板、ＭＤＦの難燃処理をやった。やりたいことは人工林

薬剤・・・毒性等　ガス成分の解明をやりたい。過去にゴム材、低毒性ＣＣＡやってきた。

非ＣＣＡ系低毒性防腐剤で人工林材の防腐処理、ホウ素系剤、固着機構をやりたい。

［質疑］

Ｑ：透過性処理技術についてはどうか。

Ａ：OK があれば出したい。ポプラチロースがありピットオープニング。窓枠、ドア、床板等

に様とを考えている。

○接着加工

コウヨウザン、バビショウについてフィンガージョイントや集成材をやった。

・幅はぎがやりたい。テーブルトップ、パレット、25mm 厚、120～130cm 幅で。

ポプラの幅はぎ板を輸出している。含水率心材 230％、辺材 80％不均一。

・生材接着－乾燥材接着・・・・戻り、間伐材幅はぎ

・早材・・・構造材、応力分布（水心材）集成材に関わる含水率と接着の問題は大きい。

ウェットウッドの研究は重要。

［質疑］

Ｑ：ＬＣＡ、環境に対する姿勢如何。

Ａ：２つのカンテン①Ｗ－Ｐ→燃やす、埋める、リサイクル

　　　　　　　　　②生分解性材料→

・木材－多罪量複合複合化・・環境

　　　　　・・ＣＰ、梱包材、性能不明
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12121212　専門家の生活環境　専門家の生活環境　専門家の生活環境　専門家の生活環境

　プロジェクトサイトが北京市中心部の西部になるが、宿泊施設およびスーパーなどにつても特

段の不便はないものと判断された。日本食についても容易に入手可能である。

　しかしながら、専門家個人による車両の保有は行わないことから、宿泊施設からプロジェクト

サイトまでの通勤についてはなんらかの便宜がはかられる必要がある。
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13131313　相手国側との協議結果　相手国側との協議結果　相手国側との協議結果　相手国側との協議結果

　協議の結果、ミニッツを日本語・中国語で２通作成し、中国側は国家林業局国際合作司副司長、

日本側は調査団長が署名した。

　プロジェクトの実施・責任体制については、国家林業局が監督機関であり、実施機関は林業科

学研究院となることが確認された。なお、プロジェクトディレクター、マネージャーについては、

今後中国国内での調整の上、４月 30 日までに提出されるカウンターパートリストに記載される。

　プロジェクトの枠組みについては、中国林業科学研究院木材工業研究所において、人工林木材

有効利用に関する基礎研究を実施する体制を整備するものである。以前、要請のあった門頭溝中

間試験基地については本プロジェクトには含まれないことが確認された。

　プロジェクト協力期間は５年間であり、長期専門家はチーフアドバイザー、業務調整、木材特

性、木材利用、木材化工の５名（ただし、チーフアドバイザーは、業務調整を除く分野の専門家

を兼任することができる）とした。

　また、詳細な活動計画および機材について調整するため、短期調査を実施する必要があると判

断された。また、中国側は活動の詳細を詰めるにあたっては調査団を日本に派遣する意向を持っ

ており、Ｃ／Ｐ研修とあわせて７月頃来日の予定である。
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14141414　技術協力実施の妥当性　技術協力実施の妥当性　技術協力実施の妥当性　技術協力実施の妥当性

　以下の理由から、本技術協力を実施することは妥当であると考えられる。

(１) 人工林小径木の利用推進に資する本協力の実施は、中国の天然林の保護にもつながり、

環境案件として位置づけることができること。

(２) 中国の人工林木材についての研究はこれまでにある程度の実績を残しているが、機材

の不備や系統的に研究を行う体制が整っていないなど、技術指導を行う必要性が認めら

れること。

(３) 事前調査において、要請内容が日本の協力可能な研究項目に絞られたこと。

(４) 本協力の実施が日中友好関係の増進に大きく寄与すると考えられること。
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15151515　協力実施に当たっての留意事項　協力実施に当たっての留意事項　協力実施に当たっての留意事項　協力実施に当たっての留意事項

(１) 短期調査や実施協議調査において、本協力が効率的かつ効果的な研究となるよう活動

計画を立てること。

(２) 活動内容が基礎研究の枠を越えないようにすること。

(３) 中国国内において、日本の協力の大きさを示し得ることが出来るようにすること。

（これには中国側関係者が、政治・行政・研究等のそれぞれの立場において、我が国の

協力に対して感謝の意を表明することが必要である。）

(４) 環境への負荷の軽減の視点を取り入れること。

(５) 研究活動を行うに当たり、林業研究所等他の機関にある既存のデータを活用すること

が効果的である。
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16161616　短期調査の必要性と調査事項　短期調査の必要性と調査事項　短期調査の必要性と調査事項　短期調査の必要性と調査事項

　本調査によって、協力分野における概略は把握できたものの、時間上の制約から各研究項目の

詳細な内容については未だ中方の要望を聞き取りできたとは言い難い｡ よって、短期調査を実施

し、大まかな研究分野ごと（木材利用分野及び化工分野各２名程度ずつ）に５年間の暫定的な研

究計画を策定する必要がある。なお、これとともに、必要となる研究用資機材についても、その

調達手段及び修理、スペアパーツ入手の可能性等についても併せて調査を行い、予算的な見通し

をたてることが必要と思われる。
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17171717　提言　提言　提言　提言

　本プロジェクトについては、日中双方の関係者の意向を詳細に確認しつつ計画を進める必要が

あると思われる。よって、双方とも情報提供を綿密に行い、今後詳細な計画策定を行うことが必

要である。

　なお、中国側からは、必要となる情報については要求があれば迅速に対応するとのいし表明が

あり、また、ＪＩＣＡプロジェクトに関わる手続き等については不明な点が多いためＪＩＣＡ中

国事務所による指導が望ましいとのことであった。
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付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１　協議議事録１　協議議事録１　協議議事録１　協議議事録

２　要請書２　要請書２　要請書２　要請書
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